
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第１３５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月２６日（月） １０時０５分ごろ 

発生場所 和歌山県日
ひ

ノ
の

御
み

埼
さき

南西方沖 

 和歌山県美浜町所在の紀伊日ノ御埼灯台から真方位２２３°３.８

海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５０.１′ 東経１３５°００.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 川
せん

洋
よう

丸、３,５７６トン 

  １３０６６８、新洋興産株式会社、太平洋興発株式会社 

Ｂ 遊漁船 泰
たい

斗
と

丸、７.３トン 

   ＷＫ２－５２０２（漁船登録番号)、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に亀裂等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、船長Ａが船橋当直に就き、平

成２３年９月２６日１０時０３分ごろ日ノ御埼南西方沖を約１２ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北西進した。 

船長Ａは、左舷方に北進しているＢ船を初認し、Ｂ船がＡ船より速

く感じたので、Ｂ船がＡ船の船首方向を通過するものと思い、Ｂ船の

見張りを行いながら航行中、１０時０５分ごろ、紀伊日ノ御埼灯台か

ら真方位２２３°３.８Ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷

船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、日ノ御埼沖

の釣り場で釣りを行い、船長Ｂが、釣り場を移動するため、船首方の

見張りを行いながら約９kn の速力で北進中、突然、右舷前方の煙突に

よる死角から現れた右方から左方へ航行中のＡ船を初認したので、Ａ

船の船首方向を通過しようと思って増速したが、１０時０５分ごろＡ

船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  船長Ａは、０８時から１２時まで当直中であった。 



 

  Ｂ船の釣り客は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、日ノ御埼南西方沖を北西進中、船長Ａが、左舷方に視認し

たＢ船がＡ船より速く感じたのでＢ船がＡ船の船首方向を通過すると

思い、針路及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、日ノ御埼南西方沖を北進中、船長Ｂが、右舷前方の死角を

補う見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、日ノ御埼南西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が北

進中、船長Ａが、左舷方に視認したＢ船がＡ船の船首方向を通過する

と思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが右舷前方の

死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・他船と接近し過ぎないよう安全な距離を保つこと。 

 ・死角となる構造物がある場合、死角を補う見張りを行うこと。 

 

 

 

 




